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株
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協
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表
取
締
役
　
安
永
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二
　
事
業
施
行
期
間

　
　
令
和
四
年
三
月
十
八
日
か
ら
令
和
六
年
九
月
三
十
日
ま
で

三
　
施
行
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区

　
　
武
蔵
村
山
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神
明
一
丁
目
の
一
部

四
　
土
地
区
画
整
理
事
業
の
名
称
及
び
施
行
認
可
の
年
月
日

　
　
武
蔵
村
山
市
神
明
一
丁
目
土
地
区
画
整
理
事
業

　
　
令
和
四
年
三
月
十
八
日

五
　
土
地
区
画
整
理
事
業
の
終
了
の
認
可
の
年
月
日

　
　
令
和
六
年
七
月
二
十
九
日

公
　
　
　
告

再
開
発
等
促
進
区
を
定
め
る
地
区
計
画
の
原
案
に
つ

い
て

東
京
都
再
開
発
等
促
進
区
を
定
め
る
地
区
計
画
等
の
案
の
作
成
手

続
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都
条
例
第
三
十
六
号
。
以
下

「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
再
開
発
等
促
進
区

を
定
め
る
地
区
計
画
の
変
更
の
原
案
を
次
の
よ
う
に
公
告
し
、
縦
覧

に
供
す
る
。

な
お
、
条
例
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
同
原
案
に
係
る
区
域
内
の

土
地
の
所
有
者
及
び
都
市
計
画
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
四
年
政
令
第

百
五
十
八
号
）
第
十
条
の
四
に
規
定
す
る
利
害
関
係
を
有
す
る
者
は
、

縦
覧
開
始
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
週
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
、
知

事
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
六
年
七
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事
　
小
　
池
　
百
合
子

一

名
称

若
葉
地
区
地
区
計
画

二

位
置

変
更
す
る
部
分

告
　
　
　
示

○
土
地
区
画
整
理
事
業
の
終
了
認
可
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
区
画
整
理
課
）…	

一

公
　
　
　
告

○
再
開
発
等
促
進
区
を
定
め
る
地
区
計
画
の
原
案
…
…
…
…

　
…
…（
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
土
地
利
用
計
画
課
）…	
一

○
土
地
収
用
法
に
よ
る
収
用
の
裁
決
手
続
開
始
（
二
件
）
…

　
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
東
京
都
収
用
委
員
会
）…	

二

○
土
地
収
用
法
に
よ
る
使
用
の
裁
決
手
続
開
始
…
…
…
…（
同
）…	

五

○
土
地
収
用
法
に
よ
る
収
用
の
裁
決
手
続
開
始
…
…
…
…（
同
）…	

一
〇

告
　
　
　
示

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
五
十
号

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
十
三

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
武
蔵
村
山
市
神
明
一
丁
目
土
地
区
画
整

理
事
業
の
終
了
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
七
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事
　
小
　
池
　
百
合
子

一
　
施
行
者
の
氏
名

▷

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

　�

新
宿
区
若
葉
一
丁
目
、
若
葉
二
丁
目
、

若
葉
三
丁
目
、
南
元
町
及
び
須
賀
町
各

地
内

三

区
域

別
図
の
と
お
り

四

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
及
び
新
宿
区
役
所

五

縦
覧
期
間

公
告
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間

六

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
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この地図は、国土地理院長の承認（平 29国関公第 444号）を得て作成した東京都地形図（S＝1:2,500）を使用（6都市基交第 812号）して作成したものである。無断複製を禁ずる。 

（承認番号）6都市基街都第 92号、令和 6年 6月 3日 （承認番号）6都市基交都第 32号、令和 6年 6月 13日 

 
 

 

土
地
収
用
法
（
昭
和
26年

法
律
第
219号

）
第
45条

の
２
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
収
用
の
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
の
で
、

公
告
す
る
。

令
和
６
年
７
月
29日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東
京
都
収
用
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
会
長
　
松
　
尾
　
　
　
　
弘

１
　
起
業
者
の
名
称
　
東
京
都

２
　
事
業
の
種
類
　
東
村
山
都
市
計
画
道
路
事
業
３
・
４
・
15の

１

号
新
東
京
所
沢
線

３
　
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
、
	

地
番
、
地
目
及
び
地
積
等

別
記
の
と
お
り

４
　
土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

５
　
土
地
に
関
し
て
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の
氏

名
、
住
所
及
び
そ
の
権
利
の
種
類

６
　
裁
決
手
続
開
始
決
定
年
月
日
　
令
和
６
年
７
月
18日

�����������������
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別記    
裁決手続の開始を決定した土地 土地所有者 土地に関して権利を有する関係人 

備考 
所在 地番 地目 登記簿上

の地積 実測地積 
収用しよう

とする土地

の面積 
氏名 住所 氏名 住所 権利の種類 

   ㎡ ㎡ ㎡        

東京都東久留米市

金山町二丁目 

760番５ 宅地 110.00 110.09 93.45 寺崎嘉博 茨城県つくばみ

らい市紫峰ヶ丘

二丁目17番地２ 

株式会社きらぼし

銀行 

東京都港区

南青山三丁

目10番43号 

抵当権 

令和２年１月

24 日 受 付 第

1845号 

別図の

とおり 
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別 図 
裁決手続の開始を決定した土地 
東京都東久留米市金山町二丁目 760 番５のうち 

93.45 平方メートル 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

単位：メートル 
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土
地
収
用
法
（
昭
和
26年

法
律
第
219号

）
第
45条

の
２
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
使
用
の
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
の
で
、

公
告
す
る
。

令
和
６
年
７
月
29日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東
京
都
収
用
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
会
長
　
松
　
尾
　
　
　
　
弘

１
　
起
業
者
の
名
称
　
東
京
都

２
　
事
業
の
種
類
　
東
村
山
都
市
計
画
都
市
高
速
鉄
道
事
業
西
武
鉄

道
新
宿
線
、
西
武
鉄
道
国
分
寺
線
及
び
西
武
鉄
道
西
武
園
線
に
伴

う
仮
線
工
事
（
東
京
都
東
村
山
市
本
町
四
丁
目
地
内
か
ら
同
市
本

町
一
丁
目
地
内
ま
で
、
同
市
久
米
川
町
四
丁
目
地
内
か
ら
同
市
久

米
川
町
五
丁
目
地
内
ま
で
及
び
同
市
本
町
一
丁
目
地
内
か
ら
同
市

美
住
町
二
丁
目
地
内
ま
で
）

３
　
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
、
	

地
番
、
地
目
及
び
地
積
等

別
記
の
と
お
り

４
　
土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

５
　
土
地
に
関
し
て
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の
氏

名
、
住
所
及
び
そ
の
権
利
の
種
類

６
　
裁
決
手
続
開
始
決
定
年
月
日
　
令
和
６
年
７
月
18日

土
地
収
用
法
（
昭
和
26年

法
律
第
219号

）
第
45条

の
２
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
収
用
の
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
の
で
、

公
告
す
る
。

令
和
６
年
７
月
29日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東
京
都
収
用
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
会
長
　
松
　
尾
　
　
　
　
弘

１
　
起
業
者
の
名
称
　
東
京
都

２
　
事
業
の
種
類
　
東
京
都
市
計
画
道
路
事
業
幹
線
街
路
放
射
第
25

号
線

３
　
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
、
	

地
番
、
地
目
及
び
地
積
等

別
記
の
と
お
り

４
　
土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

５
　
土
地
に
関
し
て
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の
氏

名
、
住
所
及
び
そ
の
権
利
の
種
類

６
　
裁
決
手
続
開
始
決
定
年
月
日
　
令
和
６
年
７
月
18日

�����������������

            
    

別記     
裁決手続の開始を決定した土地 土地所有者 土地に関して権利を有する関係人 

備考 
所在 地番 地目 登記簿上

の地積 実測地積 
収用しよう

とする土地

の面積 
氏名 住所 氏名 住所 権利の種類 

   ㎡ ㎡ ㎡        

東京都新宿区

白銀町 

13番 11 宅地 29.13 29.13 29.13 小林幸子 東京都府中市宮西町

一丁目 15番地の 15 

プラウド府中マーク

ス 1015 

室岡一郎 東京都新宿区

白銀町 13番地 

借地権  

13番 12 宅地 4.10 

     

4.10 

  

4.10 

13番 13 宅地 14.78 

     

14.78 

  

14.78 

 

�����������������
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別記 
裁決手続の開始を決定した土地の所在、地番、地目及び地積等 

所在 地番 地目 登記簿上

の地積 
実測 
地積 

使用しよう

とする土地

の面積 
使用の方法及び期間 

土地所有者 土地に関して権利を有する関係人 

氏名 住所 氏名 住所 権利の種類 
 

東京都東村

山市美住町

二丁目 

 

 

 

 

９番 20 

 

宅地 

㎡ 

99.17 

㎡ 

100.38 

㎡ 

21.44 

 

使用の方法 

本体事業の施行に伴い、必

要となる仮線工事の敷地と

して一時使用し、その使用の

範囲は、別図１のとおり。 

 

使用の期間 

明渡しの日から 48か月間 

 

冬室昌一 

(持分 4189 分

の 1851) 

  

冬室弘枝 

(持分 8378 分

の 2338) 

  

 

東京都東村山

市美住町二丁

目９番地 20 

  

東京都東村山

市廻田町一丁

目 28番地６ 

  

 

金子武正  

 

東京都渋

谷区神南

一 丁 目

20 番 15

号 和田

ビル６階  

 

冬室昌一持

分根抵当権 

令和２年５

月 19 日受付

第 17578 号  

  

９番 22 

 

宅地 

 

65.10 

 

71.63 

 

15.24 

 

使用の方法 

本体事業の施行に伴い、必

要となる仮線工事の敷地と

して一時使用し、その使用の

範囲は、別図２のとおり。 

 

使用の期間 

明渡しの日から 48か月間 

冬室貴章 

(持分 16756

分の 2338) 

  

冬室智章 

(持分 16756

分の 2338) 

  

東京都東村山

市廻田町一丁

目 28番地６ 

  

東京都東村山

市廻田町一丁

目 28番地６  

      

  

９番 31 

 

宅地 

 

34.06 

 

34.11 

 

10.50 

 

使用の方法 

本体事業の施行に伴い、必

要となる仮線工事の敷地と

して一時使用し、その使用の

範囲は、別図３のとおり。 

 

使用の期間 

明渡しの日から 48か月間 
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別 図１ 
裁決手続の開始を決定した土地の使用する範囲を示す図面 
東京都東村山市美住町二丁目９番 20 のうち 
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別 図２ 
裁決手続の開始を決定した土地の使用する範囲を示す図面 
東京都東村山市美住町二丁目９番 22 のうち 
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別 図３ 
裁決手続の開始を決定した土地の使用する範囲を示す図面 
東京都東村山市美住町二丁目９番 31 のうち 
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土
地
収
用
法
（
昭
和
26年

法
律
第
219号

）
第
45条

の
２
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
収
用
の
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
の
で
、

公
告
す
る
。

令
和
６
年
７
月
29日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東
京
都
収
用
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
会
長
　
松
　
尾
　
　
　
　
弘

１
　
起
業
者
の
名
称
　
東
京
都

２
　
事
業
の
種
類
　
東
京
都
市
計
画
道
路
事
業
補
助
線
街
路
第
142

号
線

３
　
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
、
	

地
番
、
地
目
及
び
地
積
等

別
記
の
と
お
り

４
　
土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

５
　
土
地
に
関
し
て
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の
氏

名
、
住
所
及
び
そ
の
権
利
の
種
類

６
　
裁
決
手
続
開
始
決
定
年
月
日
　
令
和
６
年
７
月
18日

�����������������
            

    
別記     

裁決手続の開始を決定した土地 土地所有者 土地に関して権利を有する関係人 

備考 
所在 地番 地目 登記簿上

の地積 実測地積 
収用しよう 
とする土地 
の面積 

氏名 住所 氏名 住所 権利の種類 

   ㎡ ㎡ ㎡        

東京都江戸川区

南小岩四丁目 

1186番８ 宅地 36.22 36.22 36.22 岸実里 

（持分 125070

分の 4030） 

東京都練馬区

豊玉北二丁目

13番７－405号 

三菱ＵＦＪロ

ーンビジネス

株式会社 

東京都文京区

本郷三丁目 18

番 14号 

抵当権 

令和１年７月

10 日受付第

19058号 
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